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原
発
の
設
置
許
可
申
請
が
亘
の

安
全
審
査
で
却
下
さ
れ
た
こ
と

は

一
度
も
な
い
。
電
力
会
社
が

不
合
格
に
さ
れ
る
前
に
、
「
追

試
」
を
繰
り
返
し
受
け
て
い
た

か
ら
だ
。

東
京

・
霞
が
関
の
官
庁
街
に

近
い
ビ
ル
の
三
階

「原
子
力
公

開
資
料
セ
ン
タ
ー
」
で
、
追
試

の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

セ
ン
タ
ー
内
の
東
京
電
力
柏

崎
刈
羽
原
発
の
コ
ー
ナ
ー
。
東

電
が
国
に
提
出
し
た
１
号
機
の

設
置
許
可
申
請
書
の
分
厚
い
フ

ァ
ノ
ル
が
並
ぶ
。
七
五
年
二
月
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字
で

一
昭
和
５２
年
７
月

一
部
橋

正
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
目
次

を
追
う
と
、
追
加
補
正
を
意
味

す
る

「
追
補
」
の
文
字
が
付
い

た
書
類
が
十
五
件
約
七
百
七
十

で
分
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
そ
れ
こ
そ
が
審
査
そ
の
も

の
で
す
よ
。
補
正
は
審
査
し
た

結
果
を
表
し
て
い
る

一。
柏
崎

刈
羽
の
審
査
に
三
度
か
か
わ

っ

た
東
京
工
業
大
教
授
の
衣
笠
善

博
食
こ
は
強
調
し
た
。

追
加
補
正
分
は
、
電
力
会
社

が
申
請
書
の
内
容
の
不
備
を
審

査
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を

受
け
、
差
し
替
え
た
修
正
版
だ

と

」う
　
た
が
、
二
つ
存
在
自

百（
ヱ
千一だ
一“
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（
）語」
垂
景
〓
ス
〈
二
一二
十一

ど
に
つ
い
て
議
論
す
る
匡
の
生

業
部
会
の
傍
聴
者
ｃ
国
の
方
針

を
い
ち
早
＜
把
握
し
よ
う
と
、

電
力
会
社
の
社
員
の
姿
も
巨
二

つ
＝
東
京

。
霞
が
関
の
経
済
産

業
省
別
館
　
　
　
　
　
　
　
　
一

回
想
は
生
々
し
い
。

増
埼
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夏
の
す

‐ス
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は
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≡
妻
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、一子
護
一

局
の
役
人
は
一
い
や
、
そ
れ
は
あ

う
ん
の
呼
吸
で
や
る
」
と
や
ん

わ
り
断

っ
た
と
い
う
の
だ
。

次
回
の
審
議
。
前
回
示
さ
れ

た
問
題
点
を
ク
リ
ア
す
る
内
容

の
追
加
補
正
書
類
が
電
力
会
社

側
か
ら

″
自
主
的
″
に
提
出
さ

れ
て
き
た
。
一
電
力
会
社
は
本

来
、
わ
れ
わ
れ
の
議
論
を
聞
い

て
い
な
い
は
ず
だ
こ
で
も
実
際

は
行
政
〒
・を
通
し
て
把
握
し
、

〓
〓
ヽ
」
と
言
わ
れ
る
前
に
修
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「
電
力
会
社
の
申
請
は
審
査

委
員
に

『
駄
目
』
と
は
言
わ
せ

な
い
。
何
度
も
補
正
を
出
し
直

す
の
で
、
最
後
に
は

『妥
当
』

と
な
る
」
。
大
半
の
原
発
の
安

全
審
査
を
担

っ
た
地
質
専
門
家

の
垣
見
俊
弘
宅
ι
は
明
か
す
。

さ
ら
に
、
意
外
な
事
実
も
浮

か
び
上
が

っ
た
。
理
化
学
研
究

所

（
埼
玉
）
の
所
員
と
し
て
柏

崎
刈
羽
を
は
じ
め
多
く
の
原
発

を
審
査
し
た
浜
田
達
二
伏
こ
の
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正
版
を
出
し
て
く
る
」
。
浜
田

は
苦
笑
し
た
。

「
ノ
ー
」
を
事
実
上
、
封
印

し
た
安
全
審
査
で
、
岩
盤
が
他

原
発
に
比
べ
て
軟
弱
と
い
わ
れ

た
柏
崎
刈
羽
も
、
マ
グ
ニ
チ

ュ

ー
ド
８
規
模
が
想
定
さ
れ
る
東

海
地
震
の
震
源
域
に
あ
る
中
部

電
力
浜
岡
原
発

（
静
岡
県
）
も

合
格
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
、
審
査
に
参
加
し

た
専
門
家
は
原
発
の
立
地
Ｆ
を

本
当
に
適
当
だ
と
思

っ
て
い
た

の
か
―
。
垣
見
は
正
面
か
ら
〓

答
え
ず
、
「
本
音
を
言
え
ば
、

適
地
を
選
べ
る
な
ら
選
ば
せ
て

も
ら
い
た
い
」
と
、
立
地
侯
祥

地
決
定
後
に
し
か

審
査
で
き

な

い
歯
が
ゆ
さ
を

に
じ
ま
せ

た
。■

「た
だ
の
視
察
」

審
査
委
員
が
立
地
地
域
を
訪

れ
、
地
盤
や
断
層
な
ど
を
自
ら

の
目
で
チ

ェ
ッ
ク
す
る

「
現
地

調
査
」
も
不
十
分
だ

っ
た
。

前
原
子
力
委
員
長
の
藤
家
洋

一
■
３
は

「
安
全
審
査
と
い
う

の
は
社
会
に
説
明
す
る
た
め
の

行
為
で
も
あ
る
。
現
地
で
ち
ゃ

羽
を
審
査
・

会
長
の
一

調
査
不

た
く
さ
ん
あ

二
日
だ
け
。

程
は
欲
し

。
さ
ら
に

「
案
内
さ

た
だ
け
。

と
吐
き
捨
て

会
社
と
二
〓
れ
合
い
も
生
じ
て

い
た
〓
　

　

（文
中
敬
称
略
）
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